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建設企業常任委員会次第

令和元年９月１９日（木）１０時

於 大 会 議 室

１ 開 会

２ 議 事（都市局、水道局関係）
⑴ 付託された議案の審査

議案（１件）

議案第２６号 明石市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部を改正する条例制定のこと

※ 資料参照 ･･･････････････････････････ 今村 建築調整担当課長

⑵ 報告事項（１件）

ア 「グリーンスローモビリティ」の実証調査について

※ 資料参照 ･･･････････････････････････････ 西田 調整担当課長

⑶ その他

３ 閉 会
以 上
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都市局住宅・建築室建築安全課

議案第２６号関連資料

明石市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について 

１ 改正の目的 

大久保町南高丘地区において、令和元年８月に地区計画が都市計画決定されました。 

建築基準法第 68 条の２第１項の規定に基づき、同地区内における建築物の制限を条例

で定めることにより、地区計画によるまちづくりを確実なものとするため、条例の一部を

改正しようとするものです。 

２ 改正の概要 

本地区は、平成 30 年２月に開発許可がなされた地区で、明石市都市計画マスタープラ

ンにおいて位置付けている地区計画推進地区の規模（戸建て住宅の用に供する開発が行わ

れる地区でおおむね１ヘクタール以上）を有しています。 

このため、当該開発事業により新たに形成される住宅市街地について、敷地の細分化な

どによる居住環境の悪化を防止するとともに、地域特性に応じた建築物を誘導し、より良

い住宅市街地の維持・保全を図るため都市計画決定された地区計画における地区整備計画

に基づき、以下のような規制を定めます。 

建 築 物 等 の

用 途 の 制 限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

１）共同住宅又は長屋で、１戸当たりの住戸専用面積が、４０平方メート

ル未満のもの 

２）神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

建 築 物 の

敷 地 面 積 の

最 低 限 度

１００平方メートル 

壁 面 の 位 置 の

制 限

１）建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、

０．５メートル以上とする。 

２） 前項の規定に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の

各号の一に該当する場合については前項の規定は適用しない。 

① 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が、３メートル以下

であること。 

② 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが、２．３メートル

以下で、かつ、床面積の合計が５平方メートル以内であること。 

建 築 物 の 高 さ

の 最 高 限 度
１２メートル 

３ 都市計画決定日 

 2019 年（令和元年）８月８日 

４ 実施時期 

公布の日から施行する。
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グリーンスローモビリティの実証調査について 

 

国土交通省におきましては、地域での低炭素型社会の実現と地域が抱える様々な課題の

解決を目指し、新しい交通の形として「グリーンスローモビリティ」の活用に向けた実証

調査を進めているところです。 

一方、明石市では、誰もが安全で円滑に移動できる交通体系を確立するため、公共交通

の利用促進を目指し、コミュニティバス（たこバス）などの交通政策を展開してまいりま

したが、現在の公共交通手段では対応できない地域もあり、増え続ける高齢者のさらなる

外出支援のためにも、よりきめ細かい公共交通網の充実が求められています。 

そこで、この度、国の実証調査支援事業に企画提案したところ、調査地域に選定されま

したので、今後の調査概要や予定について報告します。 

 

１ グリーンスローモビリティについて（別紙１参照） 

「グリーンスローモビリティ」とは、電動で、時速 20km 未満で公道を走る 4 人乗り以

上のパブリックモビリティであり、環境への負荷が少なく、狭い路地も通行が可能で、高

齢者の足の確保など「新たなモビリティ」として期待されているところです。 

 

２ 実証調査支援事業について 

国土交通省では、地域や用途の特性に応じたグリーンスローモビリティの導入に向けた

検討を行うため、車両の無償貸与による実証調査の企画を地方公共団体から募集し、審査

の結果、明石市を含む７地域が選定されたところです。 

支援内容：車両レンタル費、現地輸送費、メンテナンス費、ドライバー教育費、 

任意保険料 

自治体負担：ドライバー手配、車庫の確保、電気代負担、関係機関協議など 

選定地域：千葉県松戸市、兵庫県明石市、兵庫県朝来市、岡山県笠岡市 

山口県宇部市、宮崎県宮崎市、宮崎県延岡市 

 

３ 実証調査概要（別紙２参照） 

  本市における実証調査の概要につきましては、下記の通りです。 

事業名称：地理的交通不便地域の生活を支える次世代モビリティの導入実験 

     【標高差のある住宅地と生活拠点・バス停を結ぶ定路線型モビリティ】 

使用車両：ゴルフカートタイプ（７人乗り、運転手含む） 

運行エリア：周辺に路線バスが運行しているが、高齢化率が高く、道路も狭隘で高低

差があり、バス停までの移動が困難となる「朝霧地区」を選定 

朝霧 2 丁目バス停および商業、業務施設と住宅地を循環 

実施体制：調査運行主体‐明石市 

総合調整協力‐明石市社会福祉協議会 

ドライバー協力‐社会福祉法人恵泉 

車庫、広報支援‐地元自治会（朝霧コミュニティプラザ） 

運行助言支援‐神姫バス㈱、復建調査設計㈱（国の委託機関）など 
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運行時間：通勤通学時間を除く概ね 10 時～16 時の 1 時間に 1 本 

定時定路線運行で乗降場所は指定 

乗車料金：無料運行 

調査期間：10 月 24 日（木）～11 月 22 日（金） 

（ドライバー講習、試験走行期間等含む） 

 

４ これまでの経緯と今後の予定 

2019 年 7 月 5 日：国土交通省実証調査支援事業へ企画提案応募 

8 月 1 日：実証調査地域に選定、採択 

～9 月 下旬：関係機関協議、調整（地元、警察など） 

10 月 24 日～11 月 22 日：調査運行（試験走行期間等含む） 

2020 年 1 月 下旬：国土交通省における実証調査結果報告会 

 

５ その他 

今回の調査により、「グリーンスローモビリティ」の安全性や有効性を検証、分析し、

本地区ならびにその他の交通不便地域への展開を検討しながら、きめ細やかな公共交通網

の形成を図ってまいります。 

 



別紙１※環境省ホームページより
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